
　ふるさと納税制度は、生まれ育ったふるさとを
応援したい、応援したい自治体に貢献したいと想
う個人が、地方公共団体に寄附をした場合、寄附
金相当額が居住地の個人住民税などから税控除さ
れる仕組みのことです。また、寄附をした自治体
からお礼品が送られます。（居住地へ寄付した場合
は、お礼品は提供できませんが、税控除されます）
　自治体は集まった寄附金で新規事業や事業拡大
ができるようになります。お礼品を扱う事業者、
生産者は販路が広がり、地域の活性化にも繋がり
ます。
　税控除の上限はありますが、恩納村を応援・貢
献したいという方々の想いを寄付という形で実現
していただくことができます。

恩納村ふるさとづくり応援寄附金の状況

今後も引き続き、恩納村への応援を
よろしくお願いいたします。

恩納村のふるさと納税とは？

平成29年度の寄附金額は

178,287,001円

ふるさと納税とは？
　３月 28 日、村役場でタイムカプセル開封式が
行われ、歴代の村長や副村長、元職員など関係者
が出席しました。
　タイムカプセルは、平成 12 年３月 27 日の村
新庁舎落成式典の際に収めたもので、庁舎の設計
図や落成記念パンフレットのほか、「萬座」の１升
瓶などがありました。開封式に参加した関係者は、
当時を思い出し懐かしんでいました。

　平成 29 年度石油貯蔵施設立地対策等交付金
を活用し、村内８カ所の消火栓を整備しました。
老朽化の恐れのある消火栓を整備することによ
り、災害発生時における迅速な消防活動が可能
となります。

石油貯蔵施設立地対策等交付金

　恩納村では皆さまからの寄附金を積み立てて活用
するための「恩納村ふるさとづくり応援基金」を設
けています。
　寄附金の使いみちは、
①自然環境の維持、再生及び地域振興に関する事業
②子育て支援及び健康づくりに関する事業
③青少年の育成に関する事業を大きな目的とし、
様々な事業に活用させていただき、個性豊かな村づ
くりに役立たせていきます。
　平成 29年度より、恩納村のふるさと納税を大幅
にリニューアルしています。恩納村を県内外へ PR
するために Web サイトの活用、お礼品の拡充、イ
ンターネット上でのクレジットカード決済を可能に
しました。
　これにより、寄附額も大幅に上がり、恩納村の注
目度も高まりました。皆さまから頂いた寄附金を有
効に活用し、その使いみちはインターネットや広報
おんなで公表していきます。
　皆さまからの温かい応援を今後ともよろしくお願
いします。

〈保育園への通学路整備〉
　アスファルト舗装や側溝を整備したこ
とによって、子どもたちが安心・安全に
道を通ることができるようになりました。

〈年間を通した良好な景観の維持〉
　恩納村観光協会が中心となり、沿道の
除草作業及び清掃を行い、きれいな沿道
を年間通して維持しました。

〈「サンゴの村」としての環境保全活動〉
　平成 29 年度は、キャラクターやロゴ
マークの決定を行い、平成 30 年度の本
格的な活動に向けての準備をしました。

■寄附金の使いみち

お問い合わせ：総務課　☎９６６－１２００

タイムカプセル開封式
応援ありがとうございます !!

　現況届は、現在児童手当を受けている方の所得状況や児童の養育状況等を確認し、引き続き手当を受
けられるかを確認する大切な届出です。
　ただし、平成３０年４月以降児童が15歳以上（高校生相当）となる場合、手続きは不要です。

手続期間：６月１日（金）～６月29日 ( 金 )
　　　　　（土・日を除く）

受付時間：（午前）　８：30～12：00
　　　　　（午後）13：00～ 17：00

児童手当の現況届は ６月中に 手続きを !!

お問い合わせ：福祉健康課　地域福祉係　☎９６６－１２０７

受付場所：福祉健康課　地域福祉係

※現況届の提出がない場合、６月以降の手当てが
　受けられませんのでご注意ください。

安富祖2カ所、喜瀬武原3カ所、
恩納1カ所、前兼久1カ所、山田1カ所

整備
箇所

 人口 10,947 （－13）
 男 5,573 （－30）
 女 5,374 （＋17）
 世帯 5,106 （－15）

（誤）  人口 11,001 （＋41）
 男  5,612 （  ＋9）
 女 5,389 （＋32）
 世帯 5,174 （＋53）

（正）広報おんな５月号 16 ページの
「村の人口（３月現在）」に誤り
がありました。
お詫びして訂正いたします。
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